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☆編集者より☆ 

┏…………………………………………………………………………………………………………┓ 

  ～謹賀新年～ 

 昨年は格別の御厚情を賜り、厚く御礼を申し上げます。 2014 年は、2月に冬季オリンピック、

6 月にサッカーワールドカップと、スポーツ界での大きなイベントが予定されており、 

 日本国内は大変な熱気に包まれるのではないでしょうか。本年も事務局一同、迅速な情報提

供・新規事業の企画・既存事業の充実により、会員の皆様にご満足頂けるサービス提供を心がけ

る所存でございますので、何卒、昨年同様のご愛顧を賜わりますよう、お願い申し上げます。 

 皆様のご健勝と貴社の益々のご発展を心よりお祈り致します。本年もどうぞ宜しくお願い申し

上げます。 

┗…………………………………………………………………………………………………………┛ 
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［１］業界動向・行政動向 

   ・貸家新設住宅着工、前年同月比 17.1％増（国交省） 

   ・東京の土地取引について 2012（土地関係資料集） 

   ・11 月の賃貸物件成約件数、前年同比 8.9％増（東日本レインズ） 

   ・住宅の居住志向及び購買等に関する意識調査（全宅連・全宅保証） 

   ・高まる「外国人需要(市場)」 

 

［２］連載 第 2回 

    ～賃貸不動産管理業におけるデータ活用の重要性～ 

                         （株）リアルプロ・ホールディングス  代表取締役 遠藤雅志 

 

［３］賃貸管理相談Ｑ＆Ａ ～契約の締結編～ 

   ・貸主との契約（相続に伴う貸主の変更） 



   ・借主との契約（借主都合の一方的な解約） 

 

［４］協会からのお知らせ 

   ・賃貸管理業賠償責任保険の適用事由の改正について 

   ・「消費税増税分の賃料への転嫁合意書」を掲載しました〈会員専用サイト〉 

   ・CIZ 入居者信用照会システムのご案内 
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  ［１］業界動向・行政動向 
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★貸家新設住宅着工、前年同月比 17.1％増、９ヵ月連続の増加（国交省） 
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 国土交通省が発表した 2013 年 11 月の新設住宅着工戸数によると、前年同月比 14.1％増の９

万 1,475 戸で 15 ヵ月連続の増加。分譲住宅は減少したが、持家、貸家が増加したため、全体で

増加となっている。11 月単月では７年ぶりの高水準。このうち貸家は、前年同月比 17.1％増、

季節調整値が前月比 2.2％増の３万 5,266 戸で、前年同月比で９ヵ月連続の増加となっている。 

 2013 年１～11 月の貸家の新設合計は、前年比 10.2％増の 32 万 629 戸。また、2013 年度の４

～11 月では、前年度比 12.3％増の 24 万 7,737 戸と、ともに 10％を超える伸びを見せている。 

 同省では、今後の先行きについて、「雇用・所得環境の推移、東日本大震災からの復興状況、

建設労働者の需給状況、住宅ローン金利の動向等を引き続き慎重に見極める必要がある」と前月

同様の見解を述べている。 

 

 ⇒ http://www.mlit.go.jp/common/001023083.pdf 
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★東京の土地 2012（土地関係資料集） 2012 年中の 23 区全体の土地取引 
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 東京都は、1975 年から毎年発行し今回で 39 回目となる東京の土地に関する価格の推移や利用

状況をはじめ、土地に関する各種の最新情報を掲載した「東京の土地 2012（土地関係資料集）」

を次のとおり発表。同時に、都民情報ルーム刊行物販売コーナーにおいて、１部 1,280 円で頒布。 

 それによると、東京都全体で対前年変動率において住宅地、商業地ともに下落したが、下げ幅

http://www.mlit.go.jp/common/001023083.pdf


は最近５年間(2009 年～2013 年)で最小。 

 2012 年中の 23 区全体の土地取引は、2011 年に対し、件数で増加したが面積で減少。うち、法

人が関与した割合は、2011 年に対し、件数及び面積ともに増加。 

 また、2012年１月１日から 2012年 12月 31日までの 23区内の事務所における着工床面積は、

約 161 万平方メートルで、2011 年の約 138 万平方メートルに対し、約 23 万平方メートル増加。 

 

 ⇒ http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/tochi/ 
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★11 月の賃貸物件成約件数、前年同月比 8.9％増（東日本レインズ） 
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 （公財）東日本不動産流通機構（東日本レインズ）が公表した 2013 年 11 月の東日本の新規登

録件数は前年同月比 0.7％増の 23.5 万件で、うち売物件が 1.2％減、賃貸物件が 1.3％増となっ

ている。 

 成約報告件数は賃貸物件が前月比 1.5％減、前年同月比 8.9％増の１万 8,398 件に対し、賃貸

物件の 11 月末の在庫状況は 43 万 5,413 件と、前月比 0.9％増、前年同月比 3.5％減。 

 このうち、首都圏の賃貸物件の成約数は、１万 7,445 件(前月比 1.2％減、前年同月比 8.8％増)

で、売物件の成約報告件数は 5,593 件(同 2.2％増、同 11.1％増)となっている。 

 なお、首都圏の賃貸物件の 11 月末の在庫状況は 42 万 600 件で、前月比 0.9％増、前年同月比

3.3％減。 

 

 ⇒ http://www.reins.or.jp/pdf/info/nl/nl_201311.pdf 
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★住宅の居住志向及び購買等に関する意識調査（全宅連・全宅保証）「不動産の日アンケート」

結果  
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 (公社)全国宅地建物取引業協会連合会(全宅連)と(公社)全国宅地建物取引業保証協会(全宅保

証)は、毎年実施している一般消費者向けの住宅の居住志向及び購買等に関する意識調査「不動

産の日アンケート」の結果を次のとおり発表した。 

 調査は 2013 年９月 23 日～10 月 31 日で、20 歳以上の男女。有効回答者数は１万 5,611 件。 

現在、「賃貸」に住んでいる方の住居満足点の平均得点は 65.1 点。「持家派」居住者の平均得

点は 72.6 点。現在の居住形態に拘わらず、「持家派」か「賃貸派」では、「持家派」が 85.2％と

８割強を占め、「賃貸派」14.8％。 

 賃貸時に重視する点については、「賃料」が 76.9％で最も多く、次いで「交通の利便性が良い」

が 58.7％、「周辺・生活環境が良い」が 44.8％と、賃料に次いで生活環境を重視する傾向が見受

http://www.toshiseibi.metro.tokyo.jp/seisaku/tochi/
http://www.reins.or.jp/pdf/info/nl/nl_201311.pdf


けられる。 

 賃料は、全体の約８割と重視する意識が高く、若年層ほどその傾向が強い。交通の利便性が良

いでは、高年齢層ほど重視する傾向が見られる。 

 物件情報入手経路については、「インターネット・携帯サイト」が 80.4％と最も多く挙げられ、

若年層ほどよく利用している。物件情報の入手の際、基本情報以外に「あると便利」な情報につ

いて、「物件周辺の情報など」が 81.4％と最も多く挙げられ、次いで「物件の写真」が 81.2％、

「街の環境情報」が 58.4％となっている。 

 また、物件を選定する際に、参考にする(したい)ものについては、「業者のホームページ」が

90.0％と最も多く挙げられ、次いで「SNS」が 15.0％、「ツイッター」が 8.6％となっている。SNS、 

ツイッターについては、全体と比較して 20 代はやや高い傾向にある。 

 

 ⇒ http://www.zentaku.or.jp/public/researchreport/2013fudosannohi/index.html 
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★高まる「外国人需要(市場)」 
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 2013年１年間に日本を訪れた外国人が1,000万人の大台を突破したことが大きく報道された。

それは同時に、賃貸経営上、「外国人需要(市場)」を無視することはできないことを示す。 

 法務省が公表した 2012 年末現在における在留外国人数は 165.6 万人。中長期在留者と特別永

住者を合わせた在留外国人は 203.8 万人で、国籍・地域は 192 に及んでいる。 

 在留外国人数が最も多いのは東京都で、全国のおよそ 20％近くを占め、以下大阪府、愛知県、

神奈川県、埼玉県の順。在留外国人が日本の総人口１億 2,746 万人に占める割合は、1.60％だか

ら、100 人のうち 1.6 人が外国人ということになる。 

 国内に滞在する外国人のアウトラインをまとめてみたが、賃貸経営の立場から「100 人に 1.6

人」の割合は、マーケットとしてもやはり直視する必要がある。 

 2020 年には東京オリンピックが開催され、それに歩調を合わせるようにＴＰＰ（環太平洋戦

略的経済連携協定）の交渉が本格的に進み、今後、５年、10 年先の日本経済のポジションを考

えると、国際化がさらに加速することが予測される。国際交流の深化とともに外国人の来日、定

住の増加が見込まれている。つまり、賃貸住宅入居者に今以上に外国人が増える傾向が一気に強

まるということ。 

 外国人に対する一種のアレルギーや過度な慎重姿勢の賃貸オーナーをまだまだ見受けるが、空

室対応を優先するとなると、外国人に対する積極的な入居促進はこれから本格的に展開され、今 

はその元年となることが予測される。 

 

 

 

http://www.zentaku.or.jp/public/researchreport/2013fudosannohi/index.html
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│連載 第 2 回│ 賃貸不動産管理業におけるデータ活用の重要性 

└─────┘ 

……………………………………………………………………………………………………………  

            （株）リアルプロ・ホールディングス  代表取締役 遠藤雅志 
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 前回は数値化することの重要性のお話をさせて頂きましたが、その延長線上で今回は駅の乗降

者数のお話をさせていただきます。 

 最寄り駅の乗降者数を記載している不動産会社様のホームページをたまに見かけますが、複数

年分を掲載している会社様は少ないようです。駅の乗降者数はそのエリアの活性度を見るのに非

常に重要なデータですが、欲を言えば 5年程度の複数年のデータでみる事がより重要となります。

例えば JR 新宿駅の 1日の平均乗降者数は、2007 年度は 1,571,600 人でしたが、2011 年度は

1,468,308 人と 4年間で実に 103,292 人減っています。年ベースで 1 日に約 25,000 人もの乗降

者数（利用者ベースで約 12,500 人）が減少しているのです。 

 東京都は 2020 年までは人口が増加するので、東京で不動産業をしていれば少子高齢化問題は

暫くの間は関係ないとは既に言っていられない状況になっているのかもしれないのです。 

 単年度だけでなく、トラックレコード（履歴データ）を見ることによって、今後その街が活性

化して勢いづくのか、それともどんどん利用者が減っていくのかといったことを予測することが

できます。「利用者が多い＝人気の駅」となり、賃貸需要や分譲マンション、建売等の売れ行き

にも影響が出てきます。 

 逆に、都心部に近く利便性が高いのに、駅の乗降者数が減っている場合には、大学や企業の移

転、またリタイアした団塊の世代 

 

が多く住んでいる等の理由が考えられ、完売必至の好立地の開発用地の取得や売買仲介等のチャ

ンスも出てくる可能性があります。 

 また、長期にわたって、駅の利用者数の増加が見込めない場合には、自分の店舗を違う駅に移

転させる必要があるかも知れませんし、広告を出す駅も変わってくるかも知れません。駅前に飲

食店を出そうとしているお客様にはもっと良い駅を紹介できるかも知れません。 

 このように駅の乗降者数も住宅の管理と同様にトラックレコードが非常に重要になってくる

のです。但し、気を付けなければならない事がいくつかあります。それは景気が良くなると、ビ

ジネス、個人を問わず、人々の出かける頻度があがるため、人口が増加していないにも拘わらず

乗降者数が増加します。実際に 2012 年度はアベノミクス効果で 9割以上の駅で乗降者数が増加

しています。特に利便性の高い駅や都心部の駅ほどその兆候が強く表れます。昨今の街のポテン

シャルを冷静に判断するには 2012 年度より前の数年間のデータを見るのが良いかも知れません。 



 後は、鉄道各社によって乗車人員（利用者）のみの表示であったり、年度単位または年単位で

の表示であったりするので注意が必要です。 

 いずれにしろ、駅の利用者数の動向は、住宅、店舗、オフィス等に関係なく、賃貸需要、仲介、

売買といったあらゆる不動産におけるビジネスチャンスに最も強い影響を与えます。 

 弊社では会員制有料サイトの中の提供商品の一部として、全国 2,500 以上の駅の過去 5 年分の

データをご提供しています。全宅管理会員様には、特別価格で年会費は税込 12,600 円でご提供

させていただいています。 

 

 ⇒ http://www.realprohd.jp/  
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  ［３］賃貸管理相談Ｑ＆Ａ 
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       テーマ：～契約の締結編～ 
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〔貸主との契約（相続に伴う貸主の変更）〕 

Ｑ１ 

管理委託契約につき、委託者の死亡に伴い相続が発生したが、相続人が管理委託契約を一方的に

解約してきた場合、これに応じなければならないのか。 

なお、以前の委託者との間には契約の継続を前提に幾つかの業務に対し報酬請求していない事情

もある。 

 

Ａ１ 

民法上の委託契約は、当事者の一方の死亡により終了するため、法的には解約されてもやむを得

ない。ただし、委託契約の内容や従前の経緯から、解約の時期に制約があるかを確認する。 

また、解約が有効な場合でも従前の業務につき報酬などを請求することは原則可能である。 

 

〔借主との契約（借主都合の一方的な解約）〕 

Ｑ２ 

賃貸借契約書に貸主・借主の署名などはあるが、保証人の署名などはまだない。この状態で契約

の直前になって、借主から契約を取りやめるとの連絡があり、前家賃や敷金などを全額返却する

よう請求された。どのように考えるべきか。 

 

 

http://www.realprohd.jp/


Ａ２ 

契約は貸主・借主の合意により成立し保証人の署名捺印が無とも有効である。したがって、本件

は実際の入居前に解約された場合の精算の問題として捉えるべきである。中途解約の場合の 30

日前通知の趣旨や、一方的な解約による空室期間が発生することに対する損害賠償の観点から、

全額返還に応じる必要はないと思われる。 

 

もっと詳しく知りたい方、似たようなお悩みをお持ちの方がいらっしゃいましたら、本会の顧問

弁護士による無料法律相談をご活用ください。 

 

 ⇒ http://www.chinkan.jp/about/houritsu_soudan.html 

 

┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓ 

  ［４］協会からのお知らせ 

┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ 

■□■ 

□■  賃貸管理業賠償責任保険の適用事由の改正について 

■ 

＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*… 

 平成 26 年 2月 1 日より賃貸管理業賠償責任保険の適用事由が一部改正され、駐車場に起因す

る事故に対する支払いに関して不担とする見直しがなされます。              

 支払保険料等の増加に伴い改正が必要となったためです。お問い合わせは全宅管理事務局

（TEL：０３-３８６５-７０３１）までご連絡ください。 

 

▼▽▼ 

▽▼  「消費税増税分の賃料への転嫁合意書」を掲載しました 

▼    〈会員専用サイト〉▼ 

＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*… 

 ご案内のとおり平成 26 年 4月 1 日より消費税が 8％になります。本会では、消費税増税分の

賃料等への適正な転嫁に資するための合意書を策定いたしました。 

 会員専用サイト内、法令改正情報に同合意書を掲載しておりますので、ご活用ください。 

（会員専用サイトのご利用には全宅管理 ID・パスワードが必要になります。） 

 【ID・パスワードをお忘れの場合】 

 会員ログイン内「ID・パスワードを忘れた方はこちら」にてご確認ください。 

 

 

 

http://www.chinkan.jp/about/houritsu_soudan.html


●○● 

○●  CIZ 入居者信用照会システムのご案内 

● 

＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊…*…＊ 

 賃貸仲介・管理業務は、春に向け繁忙期となります。 

 新規契約や更新業務を行う中でもご苦労されるのが、入居希望者の信用力チェックではないで

しょうか。 

 そこでご紹介するのが、CIZ 入居者信用照会システム（クレジットインフォメーション）です。 

 入居希望者の信用力を客観的に判断し、スコアリングするもので、全宅管理会員であれば安価

に利用できるものです。 

 また、クレジットインフォメーションをベースにした家賃保証商品（CIZ 宅建保証）もござい

ますので併せてご活用ください。 

 商品の詳しい内容や、お取り扱い手続きにつきましては、アークシステムテクノロジーズ（株）

までお問い合わせください。 

（HP からメールでお問い合わせ）  

 ⇒ https://ciz.ne.jp/bb/inquiry.html 

（お電話でのお問い合わせ）０５７０-０８０-５５０ 

 

 

━━お問い合わせ先━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

一般社団法人 全国賃貸不動産管理業協会 

 〒101-0032 東京都千代田区岩本町 2-6-3 全宅連会館 5階 

 http://www.chinkan.jp/ 

（メールアドレス） zentakukanri@bz01.plala.or.jp 

（TEL）03-3865-7031  （FAX）03-5821-7330 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

 

◇配信停止をご希望される方はこちら◇ 

≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡≡ 

【配信停止】下記の url から手続きをお願い致します。 

⇒ http://service.jutaku-s.com/chinkan-mail/deactivation.php 

※このメールへの返信によって配信停止のご依頼をいただいても、 

手続きはできかねますので、ご了承ください。 

 

https://ciz.ne.jp/bb/inquiry.html
http://www.chinkan.jp/
mailto:zentakukanri@bz01.plala.or.jp
http://service.jutaku-s.com/chinkan-mail/deactivation.php

